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０．趣旨説明

(1)不登校現象とは: 

• 2017年施行の「義務教育の段階における普通教育に相
当する教育の機会の確保等に関する法律」（以下、「教育
機会確保法」）において、不登校児童生徒とは、「相当の期
間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の
生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が
困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると
認められるもの」である。

• 文部科学省の調査（２０２６年１月公表）では、小・中学校の
不登校児童生徒数が35万人を超えて過去最多を更新して
いる。
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（「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査の概要」
2026年1月16日）
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（「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査の概要」
2026年1月16日） 4



（文部科学省「『教育機会確保法』って何？」
https://www.mext.go.jp/content/20231018-mxt_syoto02-000021384_0010.pdf） 5



• 不登校は問題行動ではない。

• しかし、不登校児童生徒の激増をふまえると、もはや少数者
への個別対応の域を超えている。

• 「学校」という概念そのものを捉え直すことが喫緊の課題と
なっている 。

(2) 本分科会の設置目的: 

• 「不登校をめぐる様々な分野での研究成果を集約するとと
もに、学校の在り方を問い直すことで包摂性を高めているよ
うな事例を検討する。これらを踏まえつつ、今後、求められる
『学校』の概念、ならびに学校づくりの方向性を考究する。」

• 本議論においては、一条校のみならず、フリースクールやオ
ルタナティブスクールも含めた広い意味での「学校」を対象
としている。
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審議経過

令和6年

• 3月20日 不登校現象と学校づくり分科会（第１回）

• 7月28日 不登校現象と学校づくり分科会（第２回）

• 12月21日 不登校現象と学校づくり分科会（第３回）

令和7年

• 3月16日 不登校現象と学校づくり分科会（第４回）

• 11月22日 不登校現象と学校づくり分科会（第５回）

令和8年

• 2月21日 不登校現象と学校づくり分科会（第６回）
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シンポジウム

[1] 令和6年7月28日：公開シンポジウム
「不登校に関する政策動向」

[2] 令和6年12月15日：公開シンポジウム
「『学びの多様化学校』の学校づくりに学ぶ」

[3] 令和7年3月16日：公開シンポジウム
「不登校現象に関する研究の到達点」

[4] 令和7年7月26日：公開シンポジウム
「学校の公共性を問い直す」

[5] 令和8年3月7日：公開シンポジウム
「不登校現象と今後の学校づくり」

9



10



11



過去4回のシンポジウムの
動画と資料の一部は

下記からご覧いただけます。

https://e-forum.educ.kyoto-
u.ac.jp/seika/school-building/
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今後の予定と参加者の皆様へのお願い

• 第26期（2026年9月まで）
→次期に引き継ぐ「記録」の作成

• 第27期（2026年10月～2029年9月）
→「見解」の発出をめざす

※本日、お示しするのは、あくまで「中間報告（論点整理）」で
あり、分科会として結論を出したというものではありません。

※ご意見・ご質問については、ＺｏｏｍのQ＆Ａ機能で受け付けま
す。どういうお立場（当事者、保護者、教員、教育委員会関係者、
研究者など）からのご意見・ご質問なのか、ご記入いただけます
と幸いです。

※いただいたご意見・ご質問が多数の場合、個別に回答できな
い場合もあることを予めご了承ください。

※ご意見・ご質問については、今後の分科会の議論に活かして
いきたいと考えています。
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